
  

 

西東京市住宅等耐震化緊急促進アクションプログラム2026 

（令和８年４月） 

 

 

１ 目的 

  建築物の所有者の経済的負担の軽減を図るとともに、所有者に対する直接的な耐震化促

進、耐震診断実施者に対する耐震化促進、改修事業者の技術力向上、一般市民への周知・

普及等の充実を図り、耐震化をさらに推進することを目的とする。 

 

２ 位置付け 

  アクションプログラムは、西東京市耐震改修促進計画に基づき策定する。 

 

３ 取組期間 

  令和８年度から令和17年度までとする。ただし、社会経済情勢の変化や関連計画の改定、

アクションプログラムの進捗状況等に適切に対応するため、必要に応じて検証し、見直し

を行う。 

 

４ 対象建築物 

  ①建築基準法（昭和25年法律第20号）の旧耐震基準※１の建築物 

②建築基準法（昭和25年法律第20号）の新耐震基準※２の木造建築物 

③一般緊急輸送道路沿道建築物（一般沿道） 

 ※１…昭和56年５月31日以前に着手したもの 

  ※２…昭和56年６月１日から平成12年５月31日に着手したもの 

 

５ 緊急耐震重点区域の設定 

  西東京市耐震改修促進計画に定める住宅耐震化率の目標の達成には、市内の住宅が満遍

なく耐震化を進める必要があることから、市全体を緊急耐震重点区域に設定する。 

■ 緊急耐震重点区域 

緊急耐震重点区域 西東京市全域 

 

６ 取組内容 

 (１) 住宅所有者に対する直接的な耐震化促進 

   戸別訪問等により、所有者へ直接的に耐震化を促す取組を実施する。 

令和８年度 
旧耐震基準の対象住宅全戸及び一般緊急輸送道路沿道建

築物に対し、ダイレクトメールの送付等を実施 

令和９年度以降 
新耐震基準を含む対象住宅全戸及び一般緊急輸送道路沿

道建築物に対し、ダイレクトメールの送付等を実施 

 



 

 

(２) 耐震診断実施者に対する耐震化促進 

① 本市の助成事業を利用し、既に耐震診断を行った建築物で、その後、改修等が行われ

ていない所有者に対し、啓発用リーフレットの送付により耐震化の意識啓発を行うとと

もに、アンケートにより耐震化に関する意向調査を実施する。 

② 本市の助成事業を利用し、新たに耐震診断を行った所有者に対し、診断終了時に啓発

用リーフレットの配布や説明などを行うことで、耐震化を促進する。 

 

 (３) 改修事業者の技術力向上等 

① 講習会の実施 

改修事業者に対する耐震改修工法等に係る講習会を年１回以上実施し、技術力向上

を図る。 

② 改修事業者リストの作成 

講習会への参加者等を対象に改修事業者リストを作成し、公表する。 

 

 (４) 普及啓発 

① 市報や市ホームページ、啓発用リーフレット等により耐震診断及び耐震改修に関する

普及啓発を行う。 

② 耐震相談会の開催や各種イベント時における普及啓発活動を継続実施するとともに、

耐震改修等に係る本市の助成事業等について記載したリーフレット等を作成し、担当課

窓口や各種イベント等において配布する。 

 

 (５) 耐震化助成事業 

１.緊急耐震重点区域内の住宅を対象に、住宅の耐震改修費等の一部助成を実施する。 

① 木造住宅耐震改修等助成 

既存の木造住宅の安全性を高める目的で、木造住宅の耐震改修又は除却（建替えに

伴うものを含む。）に必要な費用の一部を助成する。 

  ② 分譲マンション耐震改修等助成 

    災害に強いまちづくりを推進するために、市内の分譲マンションを対象に、耐震

診断や耐震補強設計、耐震改修(建替え又は除却)工事に必要な費用の一部を助成す

る。 

  ２.一般緊急輸送道路沿道建築物を対象に、建築物の耐震改修費等の一部助成を実施する。 

  ① 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成 

地震の発生時において緊急輸送道路に接する沿道建築物の倒壊による道路の閉塞

を防ぎ、広域的な避難路及び輸送路を確保するため、沿道建築物の耐震診断、補強

設計及び耐震改修等に必要な費用の一部を助成する。 

 

 



 

７ 進行管理 

  毎年度、耐震改修等に係る支援目標を設定するとともに、実施・達成状況を把握・検証

し、市ホームページ上で公表する。 

  また、国や都の方針、市内の耐震化の進捗状況及び市民の耐震化に関するニーズ等を的

確に反映し、効果的な耐震化の取組を行うため、毎年度、取組内容及び目標を見直すこと

とする。 

 (１) 令和８年度支援目標及び前年度までの実績 

 

【所有者に対する直接的な耐震化促進】 

実施内容 令和８年度目標 前年度までの実績 

耐震化助成制度のダイレク

トメールの送付等 

住宅：6,400戸 

一般沿道：45棟 

令和７年度：6,058戸 

一般沿道：－棟 

   

【耐震診断実施者に対する耐震化促進】 

実施内容 令和８年度目標 前年度までの実績 

耐震診断実施後、１年以上

耐震化未着手の所有者への

リーフレット及びアンケー

トの送付 

住宅：102件 

一般沿道：０件 

令和７年度：91件 

一般沿道：－件 

耐震診断等終了時に耐震化

助成制度案内リーフレット

の送付 

住宅：35件 

一般沿道：２件 

令和７年度：９件 

一般沿道：－件 

   

【改修事業者の技術力向上等】 

実施内容 令和８年度目標 前年度までの実績 

木造住宅耐震改修事業者講

習会 

年１回以上実施 令和７年度：実施 

改修事業者リストの作成、

窓口、HP等での紹介、閲覧 

実施 令和７年度：実施 

   

【普及啓発】 

実施内容 令和８年度目標 前年度までの実績 

市報、ホームページ等での

広報 

適宜実施 適宜実施 

耐震相談会の開催 毎月１回以上実施 令和７年度：11回(17人) 

普及啓発イベント実施 年１回以上実施 令和７年度：実施 

    

【耐震化助成事業】 

実施内容 令和８年度目標 前年度までの実績 

住宅に対する耐震診断費助

成戸数 

35戸 令和７年度：９戸 

住宅に対する耐震改修等工

事費助成戸数 

23戸 令和７年度：９戸(内除却４戸) 

 

 



 

 (２) 自己評価 

  ◆ 前年度（令和７年度）の取組実績 

  ・ダイレクトメールの送付等により6,058戸の住宅所有者に対して、直接的に耐震化を促す取

組を実施した。 

  ・過去に耐震診断を実施されたものの、耐震改修を行われていない住宅所有者に対して、耐

震改修のご案内等を送付した。 

  ・改修事業者の技術力向上及び住宅所有者から改修事業者への接触が容易となる取組として、

「木造住宅耐震改修事業者講習」を開催した。 

  ・住宅所有者が、主体的に耐震化に取り組むことができるよう、耐震相談会や普及啓発イベ

ントの開催を行ったほか、新しい啓発用リーフレットの作成および配布による、耐震化に

関する情報提供や普及啓発を行った。 

  ・例年ダイレクトメール送付後に、耐震相談会への参加希望者が増加することを踏まえて、

ダイレクトメール送付後の７月から12月までの耐震相談会について、各月１回増やした月

２回の開催とし、住宅所有者に対する支援を強化した。 

  ◆ 前年度（令和７年度）の課題 

  ・耐震相談会の相談者数が例年に比べて減少しており、耐震化助成事業の助成実績は、耐震

診断については減少、耐震改修等については例年と同等程度の実績であった。今後、更な

る耐震化の促進を図るためには、助成制度等の継続した周知など耐震化に関する普及啓発

をおこなっていくとともに、令和８年度から見直しを行う助成制度の効果について注視し

ていく必要がある。 

・一般緊急輸送道路沿道建築物については、法令により耐震診断、耐震改修等ともに努力義

務とされており、耐震化の促進が特定緊急輸送道路沿道建築物と比べて不足している状況

である。今後、耐震化を図るために、対象建築物の現状の把握及び助成制度の策定を行う。 

  ◆ 改善策 

  ・令和８年度より見直しを行う耐震化助成制度について、積極的に周知を行い普及啓発に努

める。特に新たに助成対象となった新耐震基準の木造住宅についても令和９年度から対象

住宅全戸に対してダイレクトメールの送付など直接的な働きかけを行っていく。 

  ・令和８年度より、一般緊急輸送道路沿道建築物に対する助成制度を開始する。また、対象

建築物に対する助成制度の周知など耐震化に関する普及啓発をおこなっていくとともに、

耐震化の状況について調査を行う。 

 


